
こども育成課関係 保育課関係 

77号議案：岡崎市放課後児童健全育
成事業の設備及び運営の基準に関す
る条例制定について 
・放課後児童クラブなどの設備及び 
  運営に関する基準の制定 
 

79号議案：岡崎市幼保連携型認定こ
ども園の学級の編制、職員、設備及
び運営の基準に関する条例制定につ
いて 
・幼稚園と保育所の機能や特徴を併  
 せ持ち、地域の子育て支援を行う 
 施設の基準制定 

81号議案：岡崎市特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の制定について 
・施設型給付を受ける施設の確認に 
  あたっての基準制定 
※市から給付対象 
として「確認」を 
受けた場合に「特 
定」がつく 

82号議案：岡崎市子ども・子育て支
援法に基づく過料に関する条例制定
について 
・子ども子育て支援に関する調査等  
 に応じない場合の過料基準の制定 
教育・保育給付事務で、拒否、虚偽
等をした場合、１０万円以下の過料 

78号議案：岡崎市児童育成センター
条例の一部改正について 

80号議案：岡崎市家庭的保育事業等
の設備及び運営の基準に関する条例
制定について 
・施設（原則20人以上）より少人数 
 の単位で子どもを預かる事業の設  
 備及び運営の基準制定 

83号議案：子ども・子育て支援法の
施行等に伴う関係条例の整備に関す
る条例の制定について 
・関係条例を整備するためのもの 
4条例が、一部改正と廃止されます 
例：４階以上は屋外階段が必要など 

 平成24年8月に公布された子ども・子育て関連3法により幼児期の学校教育及び保育並び
に地域の子ども・子育て支援を総括的に推進されます。そして、平成27年4月1日より本格
施行が予定されます。本定例会にて審議された７条例の制定及び改正についてご報告します。 

 

 

子ども・子育て支援新制度に係る条例等の制定及び改定について 

    さて、8月の豪雨災害により「多くの尊い命」が 
失われました。市民の皆様がおだやかに暮らせるまちづ 
くりを、引き続き努めさせていただきます。 
 ９月定例会の本会議は、9月1日～10月３日で行われ、 
子ども・子育て関連3法の支援新制度に関する条例を含む 
30議案が審議され、全て賛成多数にて可決されました。 
 皆様のご活躍とご健勝をご祈念申し上げると共に、 

変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 秋晴れの心地よい季節となりました。皆様におかれましては益 

々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

◆◆◆ 「いつまでも 安全安心 いきいきと」した 岡崎のまちづくり ◆◆◆ 

鈴木 ひでき 
発行：鈴木 ひでき  後援会 

＜連絡先＞〒445-8502   西尾市下羽角町住崎１   ＴＥＬ0563-55-1167   ＦＡＸ0563-55-1909 

2014.１０ №８ 

◇条例の制定及び改正内容について（施行日：７８号議案はＨ27.4.1。その他議案は可決決定後） 

 平成27年度4月より、子ども・子育て新支援制度に対応するための整備に関する条例制定・改正で
す。職員の確保や待機児童がでない取り組みをしていただくように意見しました。 

国の基準 市の基準 

・専用区画面積
は、1児童当たり
1.65㎡以上とす
る。 

・国基準通り。 
但し、施設・設備整
備のため5年間の猶
予期間を設定 

乳児室 ほふく室 

市 ３．３㎡以上 ３．３㎡以上 

国 １．６５㎡以上 ３．３㎡以上 

１歳児 ２歳児 ３歳児 

市 ４人 ５人 １８人 

国 ６人 ６人 ２０人 

①乳児室又はほふく室の乳児1人当たり面積 

②保育士1人当たりの児童 

平成29年度から公立３幼稚園が移行予定 

現在 改正後 

利用日 
小学校の休業日

及び土曜日 

学年始、夏季、 

冬季及び学年末の 

休業日 
  利用 
   時間 

AM8～ＰＭ７ AM7:30～PM7 

  対象 
   児童 

小学１～3年 小学1～6年 

育成料 
6,000円 

 

7,000円 

※ 時期加算あり 



Ｑ：河川と下水道の取り組みは？（点線上部：①、点線下部：②） 

Ａ:①街区の雨水は、針崎雨水ポンプ場（H26.10月頃改修完了予定)か
ら占部川へ、②街区の雨水は、福岡雨水ポンプ場(H30.3月完成 

  予定)と直接排水で砂川へ放流する。その放流先の占部川と砂川、
その下流の広田川は床上浸水対策事業にて整地工事までには、
流量カットできる遊水地も含め工事完了予定。 

平成26年9月定例会報告 

岡崎駅南・岡崎駅東土地区画整理事業、ＡＥＤついて市政の考えを問う 

 平成２６年度９月定例会は、9月1日から10月3日までの33日間の会期で開催されました。
会期中、上程された30議案（認定：4件、条例：9件、予算：6件、その他14件）の審議を行い、
最終本議会において賛成の立場を表明し、いずれも可決されました。 

◆岡崎駅南土地区画整理事業について 

概要：この地域は過去2回の豪雨の時、水でおおわれていました。病院を始め整備が進むこ 
   の地区や下流の街区外の方々が少しでも安心していただくように確認しました。 

Ｑ：事業全体スケジュールと宅地に対しての軟弱地盤対策は？ 
Ａ:全体スケジュールは、下表参照。宅地の軟弱地盤対策は、一次 
 圧密を実施。残留沈下を軽減するため二次圧密を検討中。 

河川整備と2つのポンプ場が整備されることにより、街区内外の内水対策が図られ、浸水被害は大き
く軽減されることは理解しました。今後、街区内の軟弱地盤の対策はされますが、お住まいになる
方々へは、地盤の特性等を周知していただき、地震対策に役立てていただくように意見しました。 

◆岡崎駅東土地区画整理事業について 

概要：本事業は、平成２年度～平成３１年度までの３０年間かけ、岡崎駅東地区の新たな 
   まちづくりが進められるものです。施行期間も残り５年半です。「岡崎の南の玄関」 
   でもある地区の、魅力ある街並みを実現するように取り組み状況を確認しました。 

一般乗降場の混雑解消について、誘導改善は標示などのハード対策。また、空き改善には利用され
る方々への停滞時間短縮の理解活動などを積極的に取り組んでいただくことを意見しました。 

Ｑ：一般乗降場の混雑解消への取り組みは？ 
Ａ:空き状況を改善するための表示や、バスなどの公共交通機関の、通

行を優先する路面標示などの整備を関係機関と協議し進める。 

Ｑ：下流域の街区外への対応の取り組みは？（一点短鎖線区域：③） 

Ａ:①②街区内の取り組みにより、③地区への流入へは減少します。 
 また、福岡雨水ポンプ場の南側にある排水路は、ポンプ場の導 
 水路に接続させる予定。これにより、浸水常襲地区である下流 
 域の浸水被害は大きく軽減できるものと考えている。 

Ｑ：残り、５年間の取り組みは？ 
Ａ:ＪＲ東海道本線と交差する柱町線（２７年度にＪＲ東海と工事協定を結び工

事着手予定）の道路築造や電線類地中化工事などを進める。 
 また、岡崎刈谷線の４車線化拡幅計画と密接な関係がある、羽根町線

及び鉄道横断歩行者通路については、その動向を見据え多事業化へ
の資金計画変更を予定している。 

※ 圧密とは、個体の土粒子、液体の水、気体の空気の3つから土は構成されています。 
    粘土地盤の上に荷重が掛ることにより、隙間にある水が絞り出され時間の経過と 
  ともに土の体積が収縮（地盤沈下）する現象です。その対策として、宅地に対して 
    盛土をして事前に沈下させ地盤を固めます。この作業が一次圧密の取り組みです。 

岡
崎
駅 

福
岡
線 

柱町線 

遊水地 

翔
南
中
学
校 

若松線 

福岡雨水 
ポンプ場 

直接排水予定箇所 

Ｎ 

① 

② 

③ 

針崎雨水 
ポンプ場 

調整池Ａ 

調整池Ｂ 

年度 26年度 27年度 28年度 33年度 42年度 

事業内容 

仮設沈砂
池の築造、
造成工事 

占部川流
域の調整
池Ａ整備 

砂川流域
の調整池
Ｂ整備 

整地工事
完了予定 

事業完了
予定 

Ｎ
 



各委員会の審議内容報告 

概要：一般市民にも使用が認められ１０年が経過しました。今一度「尊い命を守る」ために、 
   １０年間の実績を振り返り今後進める取り組みを確認しました。 

Ｑ：ＡＥＤを活用した救命講習・防災講演会の受講者数と普及体制は? 
Ａ: 過去10年間の受講者数は、14万3,781人（救命講習:10,872人,防災

講習会:104,984,救急講習会:27,925人）です。普及体制は、講習会の
指導員は、応急手当指導員372人（消防職員とそのＯＢ）と応急手当
普及員256人（一般企業:87人,市関係:78人,老人保健施設:35人,婦人自主防

災クラブ:30人など）の方々が心肺蘇生法と合わせ指導している。 

◆自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について 

「尊い命を守る」ため、初期の迅速で正確な救急処置が重要と考えます。受講者に正しい救急処置方法が
持続的に指導され、一人でも多くの命が救われ、社会復帰されることを期待すると意見しました。 

◆第75号議案 岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

Ｑ：休業が認められる具体的な事由と休業できる期間は？ 
Ａ:事由は、配偶者が海外活動（法人等に所属し海外勤務、事業経営や海外の大 
 学就学）する場合。期間は、6ヶ月以上継続が見込まれるもので、上限は3年 
 以内とする。 

配偶者が海外転勤などにより同行しても、職員の継続した勤務が可能となり仕事と家庭の両立によ
るワークライフバランスの向上が図られる。職務復帰後はさらなる公務への貢献が求められるので、
安易に退職することのないように制度運用に取り組んでいただくように意見しました。 

◆第84号議案 平成26年度岡崎市一般会計補正予算（第3号） ICT教育支援委託料 140万円 

項目（把握日or対応者） 数値（岡崎） 

販売累計台数(H24.12) 44万7,818台 

登録台数(H26.8.11) 20万7,202台 

心肺蘇生実施数（一般） 2,674人(8人) 

１ヶ月後生存者数 961人(5人) 

１ヶ月後社会復帰者数 675人(5人) 

※データは、厚生労働科学研究所、日本
心臓財団、総務省消防庁「平成２５年版
救急・救助の現況」の数値を参照。 

＜AEDに関する全国のデータ＞ 

Ｑ：指導体制とスキルの維持向上の取り組みは? 
Ａ: 応急手当指導員は、資格取得後3年ごとに手技の低下防止や指導方

法の確認のため再受講。また、世界的に救急蘇生法のガイドライ
ンが5年ごとに見直しとなるため、指導方法の変更がある場合は
取得後3年以内でも再受講の義務付けがされている。応急手当普
及員は、3年ごとに再受講し低下防止を図る。再受講しない場合
は資格失効となる。 
※応急手当指導員：応急手当普及員と一般の指導。応急手当普及員は一般のみの指導。 

概要：平成25年6月 日本再興戦略において「女性の活用・登用の促進や、男女の子育て等 
   の両立支援について、まずは公務員から率先して取り組む」とされ、「配偶者の転勤 
   に伴う離職への対応」により、地方公務員法が一部改正され条例改正をするもの。 

Ｑ：休業が認められる勤務成績は？ 
Ａ:「勤務成績」は、国の運用基準「直近2年分の人事評価が中位以上で、復帰 
  後概ね5年程度の在職期間が見込まれ、かつ、継続して勤務する意思がある 
  こと」と準じた承認基準を予定している。 

Ｑ：補正の理由とその内容は？ 
Ａ:文部科学省の推進する、「ICTを活用した教育の推進に資 
 する実証事業」に選定された。その内容は、ICTを活用し 
 た教育の推進を図る上で、教育効果の明確化、効果的な指 
 導方法の開発、教員のICT活用指導力の向上方法の確立が 
 不可欠であり、これらの課題を解決するための実証研究を 
 行うとともに、デジタル教材等の充実や、児童生徒の情報 
 活用能力に関する調査研究等を実施する。そこで、テーマ 
 1「ICTを活用した教育効果の検証方法の開発」では葵中 
 学校（全国では、小中学校合わせ7校）、テーマ2「ICT 
 の活用が最適な指導方法の開発」では甲山中学校（全国で 
 は、小中学校合わせ16校）が選定され予算を補正する。 



 地域での困りごと、市政に対するご意見・ご相談等お気軽に 
「鈴木 ひでき くらしの相談室」をご利用ください。 
 皆様の、お役にたてるように頑張ります。 
ホームページのドメインは、 

 

【活動記録】（７月１日～９月３０日）主な活動を記載します。 

平成25年度決算に関する報告 

く
ら
し
の
相
談 

■７月７日 デンソー安城製作
所にて、ふれあいトークを開
催する。 

■７月１日 岡崎市制施行９
８周年記念式典に参加する。 

■７月９日 デンソー幸田製作所
にて、議員報告会を実施する。 

■７月１９日 岡崎市平和祈念式に
参加する。 

■７月２２日 自動車総連「政
策推進コンベンション２０１４」
に参加する。 

■８月３日 岡崎市道路ボラン
ティア清掃に参加する。 

■８月５日 連合愛知三河中地協 
「最低賃金改定に関する取組みＰ
Ｒ」の街頭活動に参加する。  

■８月６日 地域防犯夜間パトロー
ルに参加する。 

■９月２９日 連合愛知三河中地
協 「秋の交通安全」の街頭活動
に参加する。 

■８月８日 デンソー西尾製作所
北門にて、連休前交通安全立
哨を行う。 

■８月３１日 岡崎市地域総合
防災訓練に参加する。 

■９月４日 ９月定例会に一般質問
にて登壇する。 

「鈴木 ひでき」検索 
 でも見れます！！ 

http://www.giin-dnwu.com/suzuki_hideki/ 
みなさん、是非とも、 
ホームページを 
ご覧願います！！ 

【お詫びと訂正】7月に発刊した、市政レポート№7において第1紙面 学校法人藤田学園などと
『大学病院の建設に関する協定』の締結がされるの記載内容で、岡崎市民病院の病床数を750床と
記載しましたが、正しくは700床であります。謹んでお詫び申し上げます。 

 毎年９月定例会は、昨年度執行された事業に対し決算をする月でもあります。認定は決算
特別委員会（会派より15名選出）を立上げ審議されます。その結果の一部を報告します。 

◆決算の概要 

一般会計 平成2５年度決算額(A) 平成2４年度決算額(Ｂ) 差引(A)-(B) 対前年比 

歳  入 1,145億1,246万円 1,220億2,202万円 △75億956万円 93.8％ 

歳  出 1,086億3,988万円 1,153億8,387万円 △67億4,399万円 94.2％ 

差  額 58億7,258万円 66億3,815万円 △7億6,557万円 88.5％ 

緩やかな景気回復と大型事業（占部川河川改修、矢作桜井線整備など）が一段落し、決算剰余金は
約50億円となり、その内財政調整基金として40億円を積み立てられたことを確認しました。 


